
 

群馬労働局からのお知らせ（10） 
 

１ 令和７年度の留意点 

（1）労災保険料率について 

・ 令和 7 年度の労災保険料率は、昨年度から変更ありません。 

（2）労務費率（建設の事業）について 

    ・ 令和 7 年度の労務費率は、昨年度から変更ありません。 

（3）雇用保険について 

ア 雇用保険料率 

令和７年４月１日から以下のとおり改定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （  ）内は、改定前（令和６年度）の雇用保険料率 

※令和６年度確定保険料額の算定に当たっては、改定前の雇用保険料率により算出し、令 

 和７年度概算保険料額の算定に当たっては、改定後の雇用保険料率により算出すること 

になります。 

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定船員を雇用する事 

業については、「一般の事業」が適用されます。 

    

２ 電子申請 

労働保険の年度更新申告は、「電子政府の総合窓口（e-Gov）」から、電子申請として、 

手続きを行うことができます。電子申請であれば、ご自宅やオフィスのパソコンで 24 時間

申告・納付することができます。是非、ご活用ください。 

 ●厚生労働省ホームページ（労働保険関係手続の電子申請について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ 

roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html 

 

負担者 

事業の種類 

①  ②  ①＋② 

労働者負担 事業主負担 雇用保険率 

一般の事業 
5.5/1,000 

（６/1,000） 

 9/1,000 

（9.5/1,000） 

14.5/1,000 

（15.5/1,000） 

農林水産 

清酒製造の事業 

6.5/1,000 

（７/1,000） 

 10/1,000 

（10.5/1,000） 

16.5/1,000 

（17.5/1,000） 

建設の事業 
6.5/1,000 

（７/1,000） 

 11/1,000 

（11.5/1,000） 

17.5/1,000 

（18.5/1,000） 



 

令和 2 年 4 月１日から、①資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金

の額が１億円を超える法人②相互会社③投資法人④特定目的会社の事業所における年度更新

申告を含む労働保険に関する一部の手続きは、電子申請で行うことが義務化されました。 

対象事業場は、今回送付した令和７年度年度更新申告書に「電子申請対象」と印書されてい

ますので、ご確認ください。 

 

３ 年度更新申告書の作成方法のお問い合わせ先等 

    年度更新手続きに係るコールセンター 

（電話番号）０１２０－２５６－３７６（フリーダイヤル） 

（受付期間）令和７年５月２９日（木）～７月１８日（金） 

（受付時間）平日 ９時～１７時（土・日・祝日を除く） 

※ＩＰ電話、携帯電話からも利用可能。ただし、ＩＰ電話については、契約内容によって利 

用できない場合があります。 

 

４ 労働保険年度更新業務の外部委託のお知らせ 

厚生労働省では、労働保険年度更新申告書の記載内容および提出状況の確認などの業務を民

間事業者に委託しております。以下の民間事業者から電話または訪問による問い合わせをさせ

ていただくことがありますので、ご了承ください。  

（1）年度更新申告書の審査等業務 

   ・委託事業者名：株式会社アセンサ 

   ・主な問い合わせ内容：申告書の記載内容の確認 

（2）年度更新申告書の提出に係る電話督励業務 

・委託事業者名：株式会社アイヴィジット 

     ・主な問い合わせ内容：申告書の提出状況の確認 

  （3）年度更新申告書の提出に係る現地督励業務 

・委託事業者名：株式会社アイヴィジット 

     ・主な問い合わせ内容：申告書の到達状況・提出状況の確認 

 

５ 一括有期事業のメリット制対象事業の労災保険率等 

メリット制が適用される一括有期事業の令和６年度確定保険料の申告については、一括有期

事業総括表作成に際し、「令和６年度メリット適用増減率」に基づいて計算していただくよう

お願いします。（増減率は、昨年度に通知しております「令和６年度労災保険率決定通知書」

をご確認ください。） 

工事ごとの労災保険率は、『労働保険 年度更新 申告書の書き方（一括有期事業用）』中の 

「一括有期事業メリット制適用事業場に対する労災保険率表」を参照するようお願いします。 



 

各労働基準監督署の申告書の作成相談・提出先一覧 

労働基準監督署 通常窓口 集合受付 

高崎労働基準監督署 

 高崎市東町１３４－１２ 

（高崎地方合同庁舎３階） 

☏027-367-2314 

 

６月２日から７月１０日

まで（土・日・祝日を除く） 

各監督署事務室におい

て、随時、受付・相談を行

います。 

 

※申告期限が近づきます

と、窓口が大変混み合い

ますので、お早目に手続

きいただきますようお願

いします。 

 

※労働保険年度更新申告

書を含む、各種届出・申請

は、電子申請または郵送

による提出も可能です。 

 

 

 

 

※集合受付の開催は予定し

ていません。 

前橋労働基準監督署 

前橋市大手町２－３－１ 

（前橋地方合同庁舎７階） 

☏027-896-4537 

前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎 

伊勢崎市下植木町５１７ 

《保険料の納付は出来ません》 

☏0270-25-3363 

桐生労働基準監督署  

 桐生市末広町１３－５ 

（桐生地方合同庁舎１階） 

☏0277-44-3523 

太田労働基準監督署 ２階 

太田市飯塚町１０４－１ 

☏0276-58-9730 

沼田労働基準監督署 ２階 

沼田市薄根町４４６８－４ 

☏0278-23-0323 

藤岡労働基準監督署 ２階 

藤岡市下栗須１２４－１０ 

☏0274-22-1418 

中之条労働基準監督署 ２階 

吾妻郡中之条町大字中之条町６６４－１ 

☏0279-75-3034 

 

※伊勢崎分庁舎では、保険料の納付は出来ません。金融機関での納付をお願いします。 

※労働保険料等の納付は、金融機関（日本銀行歳入代理店）もしくは電子納付

をご利用ください。労働基準監督署および群馬労働局で納付する際は、お釣り

が生じないようにご準備をお願いします（お釣りの用意はございません）。 


